
( 4 )競売手続の問題

1 不動産競売において、抵当権の不存在又は消滅を理由として亮却許可決定に対する執

行抗告をすることはできないとされた事例

浦和地決平成12年9月5日

東京高決平成12年11月6日

最二小決平成13年4月13日 民集55-3-671、裁時1289-9、判時1751-72、判タ

1064-138、金法1622-43、金商1124-3

<事案の概要>

Xは、金融機関Yに対する保証債務を担保するため、 Xの父Aに無断で、印鑑登録証

明書の交付を受け、 Aの実印を捺印して、 A所有の本件不動産に Yを権利者とする抵当権

を設定し、平成 4年8月にその旨の登記を経由した。

Yの申立てにより、本件不動産につき、抵当権の実行としての競売手続が開始された。

Xは、本件抵当権の設定が無効であることを理由として、売却許可に対する執行抗告を

提起した。

<裁判所の判断>

次のとおり述べて、 Xの抗告を棄却した。

① 執行裁判所は、抵当権の登記のされている登記簿の謄本等が提出されたときは、抵当権

の存否について判断することなく、競売手続を開始すべきものとされていること。

② 抵当権の不存在又は消滅については手続開始決定に対する執行異議の理由とすること

が認められていること(民事執行法第182条)0

から、不動産競売の手続において抵当権の不存在又は消滅を主張するにはこの執行異議に

よるべきであって、抵当権の不存在又は消滅は、売却不許可事由としての「不動産競売の

手続の開始又は続行をすべきでないこと。J(同法第188条で準用する同法第71条第 1号)

にあたらない。

2 競売申立てに先立つ抵当不動産の第三取得者への通知は、不動産登記簿上の住所に送

達すれば、足り、第三取得者に現に到達することを要しないとされた事例

前橋地裁太田支決平成14年2月5日

東京高決平成14年3月29日 判時1811-89、金商1153-32

<事案の概要>

債権者Yは、債務者A所有の不動産に根抵当権設定を受け、その旨の登記を経由した。

その後、 Aは、平成13年3月30日に、 Xとの間で本件不動産につき譲渡担保設定契約を

締結し、同年 6月19日に譲渡担保売買を原因とする X名義の所有権移転登記を経由した。

Yは、本件根抵当権を実行するため、民法第381条(改正前。以下同じ。)の規定に基づ

き、第三取得者である Xに対し根抵当権を実行する旨の通知を同年 8月24日付けで行っ

たが、同月27日に転居先不明で返送された。

その後、同年10月10日付けで、 Yの申立てにより、本件不動産の競売手続開始の決定が

なされた。

Xは、右申立てが民法第381条所定の第三取得者への通知を欠く違法なものとして執行
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異議を申し立てた。

<裁判所の判断>

第 1審はXの異議を認容して競売手続開始の決定を取り消したが、 Yの執行抗告を受け

て、控訴審は次のように述べて、 Xの異議を却下した。

抵当権者に対し、民法第381所定の抵当権実行の通知についての立証の責任を負わせる

のは抵当権者を不当に不利益に扱うことになる O

したがって、抵当権実行通知は、第三取得者の不動産登記簿上の住所宛に送達すれば足

りるO

本件にあっては、 YがAに対しXの転居先を照会したのに対して確たる回答がなかっ

たこと、 Yが本庖所在地を移転しでもその変更登記手続をとらなかったことを勘案すると、

根抵当権実行通知がXの転居先不明でXに返却されて、 Xに到達しなくとも、本件競売

申立ては違法とはいえない。

3 入札書の入札価額欄のーの位が空欄となっている場合において、ーの位の数字が何で

あっても他の入札書の入札価額より高額となる場合であっても、当該入札は無効とすべ

きものとされた事例

東京高決平成15年 3月26日

最三小決平成15年11月11日 民集57-10-1524、裁時1351-12、判時1841-105、

判タ1139-79、金法1701-58、金商1190-11

<事案の概要>

本件不動産競売手続において、 Xの入札書における入札価額欄は、千万の位から十の位

までの欄にそれぞれ 2，5， 0， 7， 0， 0， 0の数字が記入され、ーの位の欄が空欄と

なっていた。執行裁判所(千葉地裁松戸支部)はこのXの入札を無効とし、入札書にお

いて入札価額を2359万9000円とした Yを買受人とする売却許可決定を行った。

これに対して、 Xは、 Xの入札書における入札価格欄のーの位にどの数字が入っても X

の入札価額はYの入札価額を上回るのであるから、 Yを最高価買受人とする売却決定には

重大な誤りがあるとして、執行抗告の訴えを提起した。

<裁判所の判断>

次のように述べて、 Xの訴えを斥けた。

入札書の入札価額欄の記載に不備があり、同欄の記載内容からみて、入札価額が一義的

に明確であると認められないときは、そのこと自体により、その入札書による入札は無効

と解するのが相当である O

本件における Xの入札書の入札価額欄のーの位には、何も記載されておらず、空白の

ままであることが明らかであるから、その入札価額が一義的に明確であると認めることは

できない。したがって、本件の場合、ーの位にいかなる数字を入れたにせよ他の入札書の

入札額より高額となるとしても、 Xがした入札は無効と解すべきである。

4 競売手続の二重開始決定の事案で、後行事件によって優先債権者が配当を受けること

ができる見通しがあれば¥劣後債権者の申立てによる先行事件を無剰余により取り消す
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